
 
 

みえ福祉第三者評価結果 

①第三者評価機関名 

株式会社三十三総研 

 

②施設・事業所情報 

名称：石榑保育園 種別：保育所 

代表者氏名：園長 石垣 智美 定員（利用人数）：140名 

所在地：三重県いなべ市大安町石榑南 335 

TEL：0594-78-0245 

ホームページ：http://www.inabewel.or.jp/wdp/hoikuen/ishigure/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日：平成 18年 4月 1日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 

 職員数 常勤職員：15名 非常勤職員：11名 

 専門職員 なし 

 施設・設備

の概要 
保育室 9部屋、沐浴室、調乳室、遊戯室、調理室、職員室、会議室 

 

③理念・基本方針 

＜保育理念＞ 

・一人ひとりの子どもを大切にし、豊かな自然の中での遊びや様々な生活体験を通して

たくましく生き抜く力を育てる 

＜目指す子どもの姿＞ 

・基本的生活習慣を身に付け、自分から周りの友だちや自然に働きかけて深く遊びこめ

る子ども 

・自分で考えて行動し、最後までやろうとする強い心と身体を持った子ども 

・様々な遊びや生活体験の中でぶつかり合い、相手の気持ちを尊重して自分たちで問題

解決できる子ども集団 

＜保育目標＞ 

・一人ひとりの人権を尊重し、丁寧な関わりの中で愛着関係を形成する 

・健康な身体と豊かな心を育てる 

・自分で考えたり、工夫したり、友だちと協同しながら主体的に活動できる力を育てる 

 

④施設・事業所の特徴的な取組 

・ 自然豊かな環境を活かして、草花や小動物に触れる機会を多く設ける等、自然体験活

動を積極的に実施しています。 

・ 地域住民の協力を得ながら、菜園活動や田んぼでの泥んこ遊び、商店への訪問を行う



等、地域とのふれあいを大切にしています。 

・ 園長により「子どものことを第一に考える」という保育方針が示されており、職員が

働きやすい職場づくりが心掛けられています。 

 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和 4年 12月 5日（契約日） ～ 

令和 5年 3月 31日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期） 1回(平成 30年 3月) 

 

⑥総評 

石榑保育園は、平成 18年 4月に社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会がいなべ市よ
り移管を受け、運営を引き継いだ伝統のある保育園です。地域内には豊かな自然があふ
れており、園外活動や散歩の際には自然とふれあうことができる恵まれた保育環境にあ
ります。                                                                             

また、園庭には季節を感じることができる桜、プラム、ビワ等の多様な花木が植えら
れているほか、秋には生き物とのふれあい、冬にはそり滑りや雪合戦を行う等、多様な
側面から春夏秋冬を体感することができます。 

 

◇特に評価の高い点 

 地域住民が所有する森林「トトロの森」での自然体験や、地域住民の協力を得て行
う菜園活動等を通じて、地域や世代間の交流が活発に行われており、地域とのかか
わりを大切にした保育姿勢を感じ取ることができました。 

 大自然に囲まれた環境のなかで、園外での草花摘みや木の実拾い、小動物や昆虫と
のふれあいを積極的に行う等、自然とのふれあいを大切にした保育を実施していま
す。 

 当保育園は、園長、主任が働きやすい職場環境づくりに配慮しており、職員が希望
日に休暇が取得できるよう、職場全体で連携し、他クラスの状況を把握するよう努
めています。 

 職員の人材育成を目的とした研修体制が確立さています。担当職員が積極的に研修
に参加する等、職員一人ひとりが積極的に知識・技術水準の向上に取り組んでいま
す。 

◇改善を求められる点 

 毎日の連絡帳や送迎時応対等を通して、日々の出来事等の丁寧な連絡に感謝の気持
ちを伝えてくれる保護者がいた一方で、子どもたちの様子をもっと知りたいという

保護者もいました。保護者の意向や要望を把握する機会として、定期的な意向調査
等の取組を今後検討してください。 

 定期的にボランティアの受入れを行っていますが、受入れに際しては、トラブルや
事故を防ぐために施設内で注意すること等を整理し、全職員に周知徹底することが
望まれます。 

 正職員とパート間の情報共有が、会議録やホワイトボード等の紙面交流が中心とな
っていることもあり、職員アンケートからはやや連携・コミュニケーションが不足
していることがみてとれました。今後は、必要な情報を関係者全員が漏れなく共有
し、相互理解を深めるための仕組みづくりが求められます。 

 



 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

第三者評価を受審するにあたり、職員が改めて園運営や保育姿勢に関して意見を出し

合い、見直すことができました。課題が明確となり、たくさんの気付きをいただくこと

ができたので、今後は評価結果や利用者アンケート結果を真摯に受け止め、さらに地域

や保護者さんに親しまれる保育園を目指して全職員で努力していきます。 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 


